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江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
２
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

員
と
す

る
。
 

 
(
1
)
～
(
2
)
 
（
略
）
 

 
(
3
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
 

 
 
ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ア
)
 
（
略
）
 

(
イ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
 

下
同
じ
。
）
が
１
歳
６
か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
６
か
月

到
達
日
」

と
い
 

う
。
）
（
第
２
条
の
４
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
歳
に
達
す
る
 

日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
 

の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
 

な
い
非
常
勤
職
員
 

 
 
(
ウ
)
 
（
略
）
 

 
 
イ
・
ウ
 
（
略
）
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

 
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
１
歳
到
達
日
 

以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
 

の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育

児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
に
 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い

職
員
）
 

第
２
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
の
条
例
で
定
め

る
職
員
は

、
次
に
掲

げ
る
職
員

と
す
 

る
。
 

 
(
1
)
～
(
2
)
 
（
略
）
 

 
(
3
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
 

 
 
ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ア
)
 
（
略
）
 

(
イ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
 

下
同
じ
。
）
が
１
歳
６

か
月
に
達

す
る
日
（
第
２
条
の

３
第
３
号
に

お
い
て

「
１

歳
 

６
か
月
到
達
日
」

と
い
う
。

）
ま
で
に

、
そ

の
任
期
（

任
期
が
更
新

さ
れ
る
場
合

に
 

あ
つ
て
は
、
更
新

後
の
も
の

）
が
満
了

す
る

こ
と
及
び

特
定
職
に
引

き
続
き
採
用

さ
 

れ
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
な

い
非
常
勤

職
員
 

 

 
 
(
ウ
)
 
（
略
）
 

 
 
イ
・
ウ
 
（
略
）
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
の

条
例
で

定
め
る
日

）
 

第
２
条
の
３
 
育
児
休
業
法

第
２
条

第
１
項

の
条
例
で

定
め
る
日
は

、
次
の
各
号

に
掲
げ
る

 
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に

定
め
る

日
と
す
る

。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
 

る
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。

）
が
当

該
非
常
勤
職

員
の
養
育

す
る
子
の

１
歳

到
達
日
 

以
前
の
い
ず
れ
か
の

日
に
お

い
て
当

該
子
を
養
育

す
る
た
め

に
育
児
休

業
法

そ
の
他
 

の
法
律
の
規
定
に
よ

る
育
児

休
業
（

以
下
こ
の
条

に
お
い
て

「
地
方
等

育
児

休
業
」
 

と
い
う
。
）
を
し
て

い
る
場

合
に
お

い
て
当
該
非

常
勤
職
員

が
当
該
子

に
つ

い
て
育
 

1
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江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
 
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た

 
 
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日
後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期

 
 
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該

 
 
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日

 
 
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら

 
 
育
児
休
業
等
取
得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法

 
 
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
４
９
号
）
第
６
５
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
な
か
つ
た
日
数
と
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数
を
い
 

う
。
）
を
差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す
る
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
過
す

る
日
）
 

(
3
)
 

（
略
）
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳
６
か
月
か
ら
 

２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到

達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該

当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非

常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に

引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。
 

(
1
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
に
お
い
て

育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
１
歳
６
か

月
到
達
日
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
 

 
(
2
)
 
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
 

 
 
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
場
合

（
当
該
育
児
休

業
の
期

間
の
初
日

と
さ
れ
た
日

が
当
該
 

 
 
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌

日
後
で

あ
る
場
合
又
は

当
該
地

方
等
育
児

休
業
の
期
間

の
初
日
 

 
 
前
で
あ
る
場
合
を
除
く

。
）
 

当
該
子
が
１
歳

２
か
月

に
達
す
る

日
（
当
該
日

が
当
該
 

 
 
育
児
休
業
の
期
間
の
初

日
と
さ

れ
た
日
か
ら
起

算
し
て

育
児
休
業

等
可
能
日
数

（
当
該
 

 
 
子
の
出
生
の
日
か
ら
当

該
子
の

１
歳
到
達
日
ま

で
の
日

数
を
い
う

。
）
か
ら
育

児
休
業
 

 
 
等
取
得
日
数
（
当
該
子

の
出
生

の
日
以
後
当
該

非
常
勤

職
員
が
労

働
基
準
法
（

昭
和
２
 

 
 
２
年
法
律
第
４
９
号
）

第
６
５

条
第
１
項
又
は

第
２
項

の
規
定
に

よ
り
勤
務
し

な
か
つ
 

 
 
た
日
数
と
当
該
子
に
つ

い
て
育

児
休
業
を
し
た

日
数
を

合
算
し
た

日
数
を
い
う

。
）
を
 

差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す

る
日
よ
り

後
の
日
で
あ

る
と
き
は
、
当
該

経
過

す
る

日
）
 

 

 
(
3
)
 
（
略
）
 

（
新
設
）
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江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

的
な
勤
務
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
準
と
し
て
 

条
例
で
定
め
る
期
間
）
 

 
第
２
条
の
５
 
（
略
）
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
な
事
情
）
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
 

情
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
第
２
条
の
３
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
第
２
条
の
４
の
規
定
に
 

該
当
す
る
こ
と
。
 

(
8
)
 
 

（
略
）
 

   
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
た

だ
し
書
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る

期
間

を
基
準
と

し
て
 

条
例
で
定
め
る
期
間
）
 

 
第
２
条
の
４
 
（
略
）
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た

だ
し
書
の
条
例

で
定
め
る
特

別
な
事
情

）
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１

項
の
条
例
で
定
め

る
特
別
の

事
情
は
、

次
に
掲
げ

る
事
 

情
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
第
２
条
の
３
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
 

 (
8
)
 
 

（
略
）
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江差町コミュニティセンター水堀会館設備の補修 
（ガス管の配管替え・駐車場防犯灯の設置）  

事業費 ２２７千円 

《事業概要》 
（１）実習室ガス管の配管替え 

（事業費 ８２千円） 

 １１月１日に実習室内で微量のガス漏れが判明した。既存のガス管は壁内に配管され

ており補修による対応が困難であるため、屋外からのガス管配管替えを行い、施設利用

者の安全性と利便性の維持を図る。           
（２）駐車場防犯灯設置（更新） 

（事業費 １４５千円） 
１１月５日の強風により駐車場の防犯灯照明部が破損したことから、落下による二次

被害の防止策として、照明部と腐食している支柱を撤去した。 
施設利用者の安全性と利便性を確保するため、防犯灯を更新する。  

実習室内 実習室外側 

破損状況 撤去後 

4
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江
差
産
ニ
シ
ン
活
用
促
進
対
策
事
業
の
概
要

＜
補
助
事
業
＞

事
業
費
：
５
０
０
千
円

事
業
主
体
：
江
差
観
光
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

【
補
正
財
源
構
成
】

一
般
財
源
：
５
０
０
千
円

事
業
の
必
要
性

本
年
２
月
２
６
日
、
町
内
の
え
び
す
浜
に
お
い
て
１
０
４
年
ぶ
り
の
群
来
が
確
認
さ
れ
、
４
月
に
は
「
ニ
シ
ン
の
繁
栄
が
息
づ
く
町
」
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
江
差
産
ニ
シ
ン
に
期
待
す
る
機
運
が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
い
る
。

江
差
の
前
浜
で
漁
獲
さ
れ
る
ニ
シ
ン
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
生
鮮
で
流
通
し
て
お
り
、
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
江
差
観
光
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
が
取
り
組
む
年
間
を
通
し
て
江
差
町
内
の
飲
食
店
や
町
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
供
給
で
き
る
体
制
を
整
備
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
対
応
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
２
～
３
月
に
漁
獲
さ
れ
た
ニ
シ
ン
を
冷
凍
保
管
・
管
理
し
、
年
間
を
通
し
て
原
魚
を
供
給
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々

な
用
途
へ
の
利
用
が
促
進
さ
れ
、
江
差
産
ニ
シ
ン
の
地
産
地
消
が
図
ら
れ
る
。

ニ
シ
ン
の
主
な
漁
獲
時
期
は
１
～
３
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
年
間
を
通
し
て
利
用
す
る
江
差
ニ
シ
ン
を
確
保
で
き
る
よ
う
予
算
措
置

を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。

＜
所
管
課
：
産
業
振
興
課
＞

事
業
の
概
要

■
内
容

・
江
差
観
光
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
江
差
産
ニ

シ
ン
を
年
間
を
通
し
て
町
内
の
飲
食
店
や
町

の
イ
ベ
ン
ト
等
に
提
供
で
き
る
体
制
を
整
備
す

る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
補
助
（
ニ
シ
ン
１
ト
ン

１
年
間
の
冷
凍
保
管
料
・
管
理
手
数
料
）

■
実
施
予
定

１
月
～
３
月

【
江
差
産
ニ
シ
ン
（
H
2
9
.2
）
】

【
１
０
４
年
ぶ
り
の
群
来
】

【
海
藻
に
産
み
付
け
ら
れ
た
卵
】

（
H
2
9
.2
.2
6
江
差
町
え
び
す
浜
）
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函館地家裁江差支部庁舎新営等工事に伴う埋蔵文化財出土品整理業務委託 

 

１ 発見年月日  平成 28 年 10 月 6 日 

２ 出土品場所  函館地家裁江差支部（土地所有者：函館地方裁判所） 

３ 出 土 品  人骨、古銭、陶器 

４ 遺跡の種類  墳墓 

５ 遺跡の時代  近世 

６ 委託発注者  札幌高等裁判所 事務局長 坂田 威一郎 

７ 委託請負者  江差町教育委員会 

８ 事 業 費  １，０３１，０００円（鑑定委託業務、報告書作成経費） 

９ 委託期間（予定） 平成 29 年 12 月 15 日～平成 30 年 3 月 30 日 

埋蔵文化財出土品発見場所位置図 
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遺 構 写 真 

 

【工事着手状況】            【工事中状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掘削終了状況】              【遺体副葬品】 

 

 

【遺体と掘り方】             【遺物出土状況】 
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【
平
成
2
9
年
度
 
国
・
道
へ
の
要
望
等
状
況
一
覧
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
平
成
2
9
年
9
月
1
日
か
ら
平
成
2
9
年
1
1
月
3
0
日
）
 

要
望
団
体
 

要
 
 
望
 
 
内
 
 
容
 

要
 
望
 
先
 

備
 
 
考
 

主
要
道
道
江
差
・
木
古

内
線
整
備
促
進
期
成
会
 

■
主
要
道
道
江
差
・
木
古
内
線
の
整
備
充
実
に
つ
い
て
 

 
○
道
路
整
備
の
安
定
的
な
財
源
確
保
等
に
つ
い
て
 

 
○
主
要
道
道
江
差
・
木
古
内
線
の
整
備
促
進
に
つ
い
て
 

函
館
建
設
管
理
部
 

北
海
道
建
設
部
 

1
0
月
1
8
日
～
1
9
日
 

（
要
望
書
提
出
）
 

（
函
館
・
札
幌
）
 

高
規
格
幹
線
道
路
「
木

古
内
・
江
差
間
」
整
備

促
進
協
議
会
 

■
高

規
格

幹
線

道
路

函
館

・
江

差
自

動
車

道
整

備
に

お
け

る
「

木
古

内
・
江
差
間
」
の
早
期
事
業
化
に
つ
い
て
 

 
○
道
路
予
算
の
総
額
確
保
 

 
○
北
斗
茂
辺
地
Ｉ
Ｃ
～
木
古
内
Ｉ
Ｃ
（
仮
称
）
間
の
整
備
促
進
 

 
○
高
規
格
幹
線
道
路
函
館
・
江
差
自
動
車
道
の
整
備
に
お
け
る
「
木

古
内
・
江
差
間
」
の
早
期
事
業
化
と
江
差
町
側
か
ら
の
整
備
着
 

手
に
つ
い
て
 

函
館
開
発
建
設
部
 

北
海
道
開
発
局
 

1
0
月
1
8
日
～
1
9
日
 

（
要
望
書
提
出
）
 

（
函
館
・
札
幌
）
 

■
高

規
格

幹
線

道
路

函
館

・
江

差
自

動
車

道
整

備
に

お
け

る
「

木
古

内
・
江
差
間
」
の
早
期
事
業
化
に
つ
い
て
 

 
○
要
望
内
容
に
つ
い
て
は
、
上
記
と
同
様
 

 （
※
函
館
市
長
が
会
長
を
務
め
る
道
南
道
路
４
期
成
会
に
よ
る
中
央
 

要
望
行
動
と
連
携
）
 

国
会
議
員
 

財
務
省
 

財
務
省
主
計
局
 

国
土
交
通
省
 

国
土
交
通
省
道
路
局
 

国
土
交
通
省
北
海
道
局
 

1
1
月
1
5
日
 

（
要
望
書
提
出
）
 

（
東
 
京
 
都
）
 

檜
山
地
域
振
興
協
議
会
 

■
檜
山
圏
域
活
性
化
推
進
の
懸
案
事
項
に
つ
い
て
 

 
○
安
全
・
安
心
な
交
通
網
の
確
保
等
 

 
・
道
路
予
算
の
総
額
確
保
・
老
朽
化
対
策
の
推
進
 

 
・
冬
期
交
通
確
保
の
た
め
の
除
排
雪
の
充
実
及
び
予
算
の
確
保
 

 
・
高
規
格
幹
線
道
路
「
函
館
・
江
差
自
動
車
」
の
早
期
着
手
 

 
・
地
域
高
規
格
幹
線
道
路
「
渡
島
半
島
横
断
道
路
」
 

 
・
国
道
２
２
７
号
、
国
道
２
２
８
号
、
国
道
２
２
９
号
、
 

国
道
２
７
７
号
の
整
備
促
進
等
・
道
道
等
整
備
 

 
・
地
方
港
湾
「
江
差
港
」
、
「
奥
尻
港
」
、
「
瀬
棚
港
」
の
整
備
促
進
 

国
会
議
員
 

国
土
交
通
省
道
路
局
 

国
土
交
通
省
港
湾
局
 

国
土
交
通
省
北
海
道
局
 

1
1
月
2
8
日
 

（
要
望
書
提
出
）
 

（
東
 
京
 
都
）
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